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　７月１４日、山村開発センターで「漏水調査おま
かせ隊」の結成式を行いました。
　結成式では、「漏水調査おまかせ隊」による漏水
調査の実施方法について確認されました。
　８月１日から町内のみなさんのメーターから宅内
の漏水について、調査します。
　おかしいと思われたら、漏水調査おまかせ隊事務
局（役場建設課　電話７５－３３０６）まで、連絡
をしてください。日程調整後、調査に伺います。

　８月１日から漏水によって水道料金が高額になった場合に減免することとしました。過去の平均使用

料を基準にして超えたものの１/２を減免します。修理した月を含め２か月分を限度とします。減免分の

精算は修理後の水道使用料から減免分を差し引くことになります。申請手続きが必要ですので、役場建

設課までご相談ください。

①事務局へ連絡　　　　　②おまかせ隊調査　　　　　③漏水修理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　 ⑤次月料金減免　　　　　　④減免申請

※ご注意

　修理費は、みなさん（依頼

　者）の負担となります。

（音声情報）

各ご家庭でのIP告知端末
の音声サービスや町内無
料電話サービスなどを計
画しています。

パソコン・ゲーム機等

　光ケーブル網を整備し、住民のみなさまに高速大容量インターネットと高性能電話等のサービスを提供
するため、施設整備工事を始めます。

電柱調査と土地所有者の確認のご協力を！

　光ケーブルをみなさまのお宅まで引込むため、
都合のよい電柱がない場合は、町が独自に電柱
を建てます。その場合、みなさま所有の土地に
お願いする場合もあります。
　事業に対するみなさまのご理解とご協力をお
願いします。

今後の工事予定（工事のイメージは、町報４月
　　　　　　　　号を参照してください）

　９月　　町独自電柱の建てこみを開始
１０月　　光ケーブルを各集落へ
１１月　　宅内工事承諾を確認後、みなさまのお宅への引込みと宅内工事を開始

各集落で事業と工事説明会を開始

○事業の概要とその意義、
○町独自に提供するサービス
○サービスの種類と料金（ＮＴＴ西日本）
お問い合わせ先
　役場　企画政策課　電話７５－３３０５　＜江府町ブロードバンド化情報　vol.３＞


